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９月議会では、酷い条例改正や制定が行われました
１つは、多度・長島の総合支所の地区センター化、７ヶ所の地区センターの廃止、中央公民館を除く各地区にある公民館の廃止です。

地域での住民サービスの低下は明らかです。また、社会教育（生涯学習等）がどうなるのか不明です。今後、検証して行かなければなりません。

また、任期付職員（平成３０年１月１日採用予定）の弁護士を募集しています。主な職務概要は、下記の内容となっていますが、何故必要なのかは不明確です。

・訴訟に関すること。（訴訟案件の指定代理人、訴状の確認、訴訟資料の確認・整理、準備書面等の作成支援等）　・文書及び法規に関すること。（条例案等の法定助言・指導等）　・職員の人材育成に関すること。（法務能力向上等の職員研修等）　・債権の管理・回収等に関すること。　・ハラスメントの庁内相談に関すること。・各事業初期段階からの相談業務。(施策の法的妥当性や法令への適合性の検証等）
やっと「小中一貫教育」の「住民説明会」が１０月１６日～２９日にかけて、多度地区６会場で開催される事が議会に報告されました。（多度地区を除く桑名市民には連絡がありません。(１１日現在)）子どもたちの夢と未来のためにー義務教育９年間の「学び」と「育ち」をつなぐ教育―と名うって　教育長が自ら語るそうです。
開催日時場所は、｢１０月１６日（月）多度東小、１７日（火）古野集会所、１９日（水）多度青葉小、２５日（水）多度北部コミュニティセンター、２７日（金）多度中小、以上は１９時より、２９日（日）多度町総合支所のみ１５時より｣です。

[８月２３日に、桑名市議会全員協議会]で行われた「多度地区小中一貫校多機能複合化事業の進め方について」の報告は、今後のスケジュール変更と実施内容でした。
（１）９月下旬～１０月上旬に小中一貫教育の「住民説明会」を実施する。(すでに遅れている。)
① 小中一貫教育の必要性、② 小中一貫校教育で望まれる取組、③ 統合の必要性
（２）１０月下旬　小中一貫校整備の検討・協議を行う。
① どんな小中一貫校へ行きたい？　② 小中一貫校に何が欲しい？　③ 複合機能は何が欲しい？
（３）その後に、議会報告（住民説明会等の検討結果の報告）を行う。
（４）１１月上旬～１月、建設候補地と必要な複合機能の検討・協議を行う。
（５）２月下旬、建設候補地と必要な複合機能の報告を行う。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
日本共産党の総選挙政策　１０月２２日投票日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｐ―安倍政権に退場の審判をくだし、力あわせて新しい政治をつくろう―　　　　　【憲法破壊、民意無視、国政の私物化―安倍政治に退場の審判を】　　　　　　　【安保法制＝戦争法の廃止、立憲主義を取り戻す―市民と野党の共闘の大義をかかげ、力を合わせて安倍政権に立ち向かいます】　　　　　　　　　　　　　　　日本共産党の重点政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１、森友・加計疑惑を徹底究明し、国政の私物化を許しません　　　　　　　　　２、安保法制＝戦争法、特定秘密保護法、共謀罪法を廃止し、立憲主義・民主主義・平和主義を取り戻します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３、北朝鮮問題の「対話による平和的解決」のイニシアチブを　　　　　　　　　　　　　　４、消費税１０％増税の中止。格差をただし、くらしを応援する経済政策に　　　（１）消費税１０％増税の中止を求めます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）１％の富裕層・大企業のためでなく、９９％の人々のために―経済民主主義の改革をすすめます　「４つの経済改革」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①　税金の改革―消費税増税の中止。大企業と大資産家に応分の負担を求め、財源を確保するとともに、格差を是正します。　　　　　　　　　　　　　　　②　予算の改革―社会保障・教育・子育て・若者を優先し、格差と貧困の是正に役立つ予算を増やします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　本物の働き方の改革―８時間働けばふつうにくらせる社会に　　　　　　　　　　　　④　地域経済の再生―大都市と地方、大企業と中小企業の格差を是正します　　５、安倍政権による９条改悪に反対し、憲法９条にもとづく平和の外交戦略を確立します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６、核兵器禁止条約―唯一の戦争被爆国、日本政府は署名せよの審判を下そう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７、米軍の新基地建設を中止し、基地のない平和で豊かな沖縄をつくります　　　８、原発の再稼働反対。原発ゼロの日本、再生可能エネルギー先進国をめざす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９、女性への差別、格差を無くし、人権を守り、自由と民主主義を発展させる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０、災害から国民のいのちと財産を守る政治に　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐｐｐｐｐｐ≪市民と野党の共闘の前進と日本共産党の躍進を≫　　　　　　　　　　　　
共産党の財源提案　社会保障・教育の財源は、消費税にたよらずに確保できる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１、富裕層や大企業への優遇をあらため、「能力に応じた負担」の原則をつらぬく税制改革や、歳出の浪費をなくす改革をすすめます　　　　　　　　　　　２、国民の所得を増やす経済改革で、税収を増やします
９月議会　教育問題に関する星野公平の一般質問の主旨
【質問】（１）小中一貫校は、決定事項なのか
最近の市の言う事・やる事、「それは決定事項ですか」、「議会も承認しているのですか」とよく聞かれます。「小中一貫教育」「小中一貫教育校」は桑名市になじむのか。住民への説明はいっさい行われていません。小学校の統廃合の道具にされていないでしょうか。
２０１６年４月より小中一貫の「義務教育学校」が法制化されました。「義務教育学校」は、９年間の教育目標を明確化し、９年間一貫した教育課程の編成・実施が要件になっています。小中一貫の「義務教育学校」は、１人の校長の下、一つの教職員集団からなり、同一敷地内にある施設一体型と、小学校と中学校が離れた場所にある分離型、隣接する併設型があります。小中一貫教育を導入すると宣言し、「独自」の小中一貫教育課程を作成すれば、この制度が導入できます。一部の統廃合したい学校を施設一体型の「義務教育学校」にし、周辺の学校は分離型「一貫校」もしくは「小中一貫型小学校・中学校」として位置付けていく自治体が続出する事が予想されています。小中一貫教育を導入するか、しないかは自治体の任意とされています。小中一貫教育を導入する場合、その他の教育の質の向上をどう図るかが課題とされ、小中一貫教育はあたかも質の高い教育であるかのように幻想されています。
しかし、小中一貫教育の「教育的効果」は検証されていません。朝日新聞の調査では、一貫校で成果があったというのは「小中教師の連携がよくなった」という程度だそうです。逆に、課題として、６、７年生が１番の課題、７年生の対応に教職員・児童も戸惑い、小６がリーダーの役割を発揮できない、成長の切れ目の小中の切れ目がうまく機能しない、などがあげられています。導入の理由によくあげられている「中１ギャップ」については、文部科学省も科学的根拠がないといっています。
小中一貫校は、２０００年に広島県呉市で文科省の研究開発学校制度を用いて始まりました。（これは財政危機が問題だった様です。）ところが、２０１０年前後から教職員や住民による反対運動が起こりだしました。反対意見は、小学校からエリート校になる、統廃合を推進する事が問題視しされたようです。
現在、小中一貫校の導入で多くの紛争が起きているのは大阪府下の自治体で池田市、門真市、和泉市などです。
大阪府池田市からの報告
反対運動がなかったら、教職員はおろか、地域住民や保護者、子供の声を聞くことなく、行政サイドだけの、強引な開校になっていただろう。小学校区ごとに教育懇談会を実施した。教育委員会が、バラ色の小中一貫校のイメージを広げてしまってからでは、反対運動をするのは難しくなる。イメージをどっちが先に取るかが勝負です。　小学校と中学校の違いを曖昧にするという事は、お互いの学校文化を貧困なものにします。学校統廃合、教育の合理化、学校教育の複線化等の文脈で語られる事の多い小中一貫校であるが、問題はそれだけではない。教育実践の自由を狭め、小中の学校文化を破壊し、教育内容への介入の危険を招くというのが、事の本質ではないか。
大阪府和泉市からの報告
和泉市の子どもと教育を守る会を発足。開校の教育的根拠が極めて乏しく、学校の統廃合など財政効率優先の安上がりの教育と言う本質がみえている。
京都市からの報告
京都では、「京都方式」と言われる「仕組まれた住民合意」で進められています。統廃合が進められる背景には無秩序なマンション建設などの「まちこわし」があった。「学校統廃合を考える会」を発足させた。多様な経緯と背景を持って学校リストラとリンクした小中一貫校が市内・府内で建設されている。桑名の「検討会」が視察した「黄檗学園」は、既存の小学校に卒業生を順次受け入れる積み上げ方式で２０１４年度全学年がそろったそうです。統廃合なしで４－３－２制で行われているようです。　
別の角度、子どもたちの発達心理から見てみますと、
「小中一貫教育の総合的研究」チームによる横断的調査結果によると、小中一貫校の小学生（４－６年生）は、非一貫校の小学生と比較して、自信がなく、自己価値を感じず、友人関係にも恵まれなかった。また、疲労を強く感じている事などを明らかにしています。　縦断的調査の必要性もこれからの課題です。小中一貫校において、子どもたちがどのように成長・発達しているのか。その具体的な様子を、学校規模や歴史、教育内容・カリキュラムなどの要因を押さえつつ、明らかにしていくことが重要であります。
「桑名市学校教育あり方検討委員会」（平成２７年１２月議会）についてですが、「小学校の統廃合、小・中一貫校を決めていく方向で検討会が設置されようとしています。加えて、じっくりと時間をかけて検討するのではなく、短期間で方向づけを行い決定していくやり方は無謀です。」と設置条例に反対しました。
「桑名市学校教育あり方検討委員会」は平成２８年５月からはじまり、桑名市の教育課題は、「学力・学習意欲の向上、滑らかな接続、小規模校への対応、老朽化の学校施設、教員の意識改革と指導力向上」と言い、「桑名における小中一貫教育、小規模校への対応、中学校区を基本とした地域毎の学校施設の具体的な形態」を諮問しました。この間、「小中一貫教育導入」について、審議のやり直しを求める請願が出されましたが、９月に早々と中間報告を出し、伊藤市長の市長選公約（平成２８年１１月）に繋がっています。
答申の問題点は、３頁にわたり５点の多くの付則事項（① 児童生徒の不安解消に向けた取組、② 保護者・住民等への周知、③ 分散進学の解消、④ 教職員の負担軽減、⑤ 施設一体型小中一貫校の多機能化と教育環境の整備）があることです。
教育委員会は、答申を受けて、基本的方向性として、① 桑名市にあった形を研究し、全市的に小中一貫教育を導入する　② 多度中学校区に施設一体型のモデル校を設置する　③ 多度中学校区以外の中学校区は施設分離型で小中一貫教育を行う　④ モデル校の経験を活かしながら、施設一体型小中一貫校の整備計画の策定を進める　⑤ 中長期的な対応が必要な場合、施設の長寿命化を図る ⑥ その他、付則事項の実施（教職員の加配、多目的な利用が出来る学校施設、普通教室への空調機器）　　を言っています。
以上を踏まえて、質問します。
1 小中一貫校について市民への説明責任は果たしていますか
2 小中一貫校の必要性は何処にあるのですか
3 何故、複合施設にするのですか
4 お金はあるのですか（何処からもってくるのですか）
そして、小中一貫校は、決定事項なのですか。答弁願います。
【質問】（２）多度地区でのモデル校推進について
[８月２３日の全員協議会]での報告（前頁参照）で、スケジュールの変更が有りました。これは独断専行の反省の表れです。① 何故、多度地区だけで説明会を実施するのか  ②「小中一貫校に何が欲しい」「複合機能は何が欲しい」と聞く意味は何ですか（お金が余っているのなら、駅西の無料駐輪場利用者にも聞いてください）　③ 名張市では住民の意見を尊重し、小中一貫校の推進を中断するようですが、桑名市も住民の意見を良く聞いて、中止の勇断もあるのですか
【質問】（３）小学校の普通教室にエアコンを最優先課題に
こんな行政の独断で物事を進めていく事よりも、先の「子ども議会」でもあったように、お金があるのなら「小学校の普通教室にエアコン設置」をすぐやろうではありませんか。県下で暑さの１位、２位を争う市でエアコンが無いのは恥ずかしいですよ。（多度地区で小中一貫校を設置する費用の１０分の１で可）

自衛隊に毎年、１８・１９才の市民の名簿提供
予算、決算の度に僅かな金額ですが、「自衛官募集事務費」（平成２８年度決算３３，０００円）が登場します。今回は、主に切手代だったそうですが、何故、こんな事に自治体を通すのかよくわかりません。
毎年、桑名市は自衛隊に協力して、自衛官募集の為に名簿の閲覧をさせていると聞いていましたが、決算特別委員会の分科会で、ご丁寧に１８・１９才の名簿を作成して提供していると言う答弁があり、どんなものか情報公開しました。

開示された名簿は、「郵便番号、住所漢字、現住所、現住所方書、カナ氏名、漢字氏名、性別」とあり、「現住所、現住所方書、カナ氏名、漢字氏名」は黒塗りになっていました。別に、名簿を知りたい訳ではありません。目的が問題なのです。また、作成にどれだけの費用（税金）がかかっているか調べてみます。[image: image1.png]



日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５











































































































